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【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
　本実施形態の複合繊維は、第２成分が繊維の周面の長さに対して２０％以上の長さで露
出している断面構造を有することが好ましい。そのような断面構造として、第１成分が芯
成分、第２成分が鞘成分であって、第１成分（芯成分）の重心位置が繊維の重心位置から
ずれている偏心芯鞘型断面、および第１成分と第２成分とが貼り合わされたサイドバイサ
イド型断面（「並列型断面」ともいう）が挙げられる。そのような断面構造によれば、収
縮性に優れ、かつ捲縮発現性に優れた複合繊維を得ることができる。
　熱収縮性複合繊維が、偏心芯鞘型複合繊維である場合、第１成分の偏心率は、２０～６
０％の範囲内にあることが好ましく、３０～５０％の範囲内にあることがより好ましい。
ここでいう偏心率とは、次式で定義される。
【数１】
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